「Kyoto City High Schools」のウェブサイトリニューアル業務委託に関する
プロポーザル仕様書
本仕様は、「京都市高等学校ホームページ（以下、「市立高校HP」という。）」のウェブサイトリニューアル業務委託（以下、「本業務」という。）を実施する際の仕様について定めるものである。また、本仕様書に明記されていない事項にあっても、本件業務処理に当然必要と認められる事項については、本市の指示に基づき、受託者の負担においてこれを処理するものとする。
1. 業務名

「Kyoto City High Schools」のウェブサイトリニューアル業務委託
2. 目的
現行サイト(http://www.kyotocity-hs.jp/)の脆弱性を解消し、見やすく安全なポータルサイトを構築する。中学生や保護者等にとってわかりやすいデザインを採用し、京都市立高校の多様な特色や教育活動、魅力を効果的に発信し、京都市立高校への興味関心を高めることを目的とする。
3. 契約期間
契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで
4. 委託業務における要件等
提案書には、以下の費用項目を必ず含めること。 
(1) システム更新（コンテンツ作成）作業の費用（初期費用） 
(2) サーバの提供（クラウド利用を想定）に係る年額費用 
(3) システムの運用保守に係る年額費用（メンテナンス、サーバ証明書費用等を含む） 
なお、費用内訳と契約期間を明示すること。
契約期間は原則1年単位とする。ただし、運用保守は最低5年間継続することを前提とし、提案時には5年間継続した場合の総費用試算を併記すること。
サーバは新規クラウドサービスを契約し提供すること。以下の要件を満たすこと。 ・CPU：4コア以上 ・メモリ：16GB以上 ・ストレージ：500GB以上 ・回線速度：1Gbps以上 ・セキュリティ要件：WAF導入、SSL/TLS証明書更新、毎日バックアップ ・稼働率：99%以上、24時間365日稼働 ・障害対応：検知から3時間以内に復旧目途報告 ・スケールアップ・スケールアウト可能な構成

以下の要件で実現できない要件がある場合は代替案を、利便性・効率性・安全性等を向上させる提案や内容を充実させる提案がある場合は、その内容を「企画提案書」に明記すること。
 機能要件
(1)  一般市民がウェブブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome、Safari 等）で閲覧
 できること。
(2)  ウェブサイトのアクセシビリティが、日本工業規格 JIS　X8341-3:2016の適合レベル
 ＡＡに準拠すること。別添１「ウェブアクセシビリティに関する要件」を参照。
(3)  アクセスログ集計機能を有すること。
(4)  CMSを使用すること。
(5)  一部アクセス制限したページを設けること。
(6)  本市において各コンテンツの修正や更新、画像やPDFファイル等の変更等が可能である 　　こと。また、新しい高校や学科の新設、または廃校や学科の廃止に対応できるよう、新規ページの作成や既存ページの追加・削除・非表示が可能であること。これらの作業はCMSにより容易に作業可能であること。
(7)  本市ネットワーク内からコンテンツ更新するときにhttps通信で実施できること。
(8)  予約更新機能を有すること。
(9)  類似サイトの作成及び世紀サイトを装ったなりすまし行為を抑止するため、ウェブサイト 
 の一部操作（テキスト選択、右クリック）を制限すること
(10) 　ウェブサイト全体をhttps通信に対応させ、公開時に常時SSL化を実施すること。

（1） 画面要件
別添２「画面要件」を参照。
デザイン要件
1 パソコン及びスマートフォン対応
2 パソコン及びスマホ、タブレット端末での閲覧を想定しているため、それぞれの端末に適したサイズにリサイズ可能で、かつ閲覧者の操作性や視認性向上の観点も考慮すること

3 高校の魅力を伝えるビジュアル
写真や動画を使って、学校の特色や教育活動が伝わるデザインとすること
4 分かりやすい構成
5 「学校検索」「イベント」「入学者選抜情報」など、必要な情報を把握できる構成とすること
6 検索機能
地域や学科などの検索機能有し、簡単に関心を持った高校を閲覧できること
7 ユニバーサルデザインの採用
色覚に配慮した配色、文字サイズ変更、音声読み上げ対応など、誰でも使いやすいデザインにすること。

	内容
	説明

	トップページの構成
	1 全体的に画像や図を中心に構成し、文字説明は最小限にして閲覧者が直感的に操作できるデザインとすること。

2 サイト内の文字サイズを変更できる機能を設けること。

3 トップページに「京都市立高校の魅力」が伝わる画像とタイトルを配置すること。

4 画像・タイトルの下部に新着情報を掲載できること。

5 新着情報の下部に「学校パンフレット」「学校紹介動画」などのバナーを配置し、クリックで該当ページに遷移できること。

6 高校検索機能（地域、学科）を設けること。また、高校名や地域名等でのキーワード検索窓も配置すること。

7 学校検索機能の下部にイベント情報を掲載し、3～5件表示し、横にスライドすることで他のイベント情報も閲覧可能にすること。

	下層ページの構成
	1 ヘッダー画像とページ名を適切に配置すること
2 学校検索結果ページには再検索ボタンやフォームを設置すること
3 検索結果には検索結果に合致するすべての高校の画像と簡易情報を表し、クリックで詳細ページへ遷移し閲覧できること
4 詳細ページには学校名、PR情報（動画、写真）、特色、公式サイトリンク、所在地等の基本情報やイベント情報を記載すること
5 イベント情報ページにはイベント名、日時、内容、関連高校情報のほか、参加申し込みページがある場合は、外部、内部問わずフォームへのリンクを掲載すること


（2） 　高校検索機能
・地域、学科等で検索可能とすること
・検索条件の複数選択、AND/OR検索を可能とすること
・検索結果は地図表示＋高校情報一覧（画像・校章・基本情報）とすること
・上記検索後の地図表示方法について、表示されたすべての市立高校は、地図上にピン止
めされ、高校名が把握できるようにすること
（3） デジタルブックの提供（学校紹介パンフレット）
・本市が提供する学校紹介パンフレット（PDF）について、すべてデジタルブックに変換のうえ掲載すること
・デジタルブックに変換した学校紹介パンフレットは、閲覧画面においてPDFによるダウン
ロードを可能とすること
（4） その他機能
・SNS（X、Instagram、LINE、Threds）へ情報を共有できるボタンを配置すること
・定期的にリンク切れのチェックを行う機能を実装すること
・キャッシュや画像最適化で軽快な閲覧を実現すること
（5） 規模及び性能の要件
	内容
	説明

	サービス提供機器
	1 本仕様書に基づき、円滑かつ適正に動作する「サーバ（関連する機器や消耗品を含む）」を提供すること。

	
	1 サーバの設置場所について、以下の３点の要件を満たすこと。
2 サービス提供に用いる機器は、天災や人災に対して万全な対策がなされた施設に設置すること。
3 設置施設には、稼動に必要十分な電源設備や空調設備等を備えていること。また、停電や故障等の障害に備えた対策が行われていること。
4 入退室の管理を徹底する等、権限のある者以外が機器を操作できないようにすること。
5 サーバは新規クラウドサービスを契約し提供すること。以下の要件を満たすこと。 
6 CPU：4コア以上 ・メモリ：16GB以上 ・ストレージ：500GB以上 ・回線速度：1Gbps以上 ・セキュリティ要件：WAF導入、SSL/TLS証明書更新、毎日バックアップ ・稼働率：99%以上、24時間365日稼働 ・障害対応：検知から3時間以内に復旧目途報告 ・スケールアップ・スケールアウト可能な構成

	本市からの提供データ
	1 テキスト、画像、ロゴなど、現在使用しているものは原則全て使用可能とする。 ただし、変更が生じた際にはこの限りではない。


（6） 信頼性等の要件
	要件名
	説明

	信頼性要件
	閲覧は２４時間３６５日可能とする。ただし、定期保守等による計画的な停止は除く。

	
	期間中平均稼動率は、９９％以上とする。

障害が発生した時に迅速に適切な対策を行える体制を整備していること。

	
	受託者においてセキュリティポリシーが策定され、定期検査の実施等により適宜改善に向けた取組が行われていること。

	
	業務により知り得た秘密や個人情報を外部に漏らさない体制を整備していること。

	情報セキュリティ要件
	アクセス制限
	サーバには、必要最低限の者しかアクセスできない体制や仕組みを有していること。

	
	
	セキュリティホールを生まないように機器等の環境設定を行うこと。

	
	ウイルス対策等
	サーバ内の全ファイルのウィルスチェックを定期的に行うこと。

	
	
	データのバックアップを定期的に実施し、障害時等には、直近のバックアップ時点まで回復が可能なこと。ただし、バックアップ中にも閲覧できるようにすること。

	
	脆弱性対策
	CMSで利用するOSやミドルウェアに脆弱性が見つかった場合は、本市と協議のうえ必要な対応を実施すること。

	
	その他
	上記以外で対応可能なセキュリティ対策があるときは、その内容を具体的に提案すること。

	拡張性要件
	性能の拡張性
	利用者の増加等によるパフォーマンスの劣化に対して、できる限りの対応を行うこと。

また、将来の利用者数増に備えて、サーバのスケールアウト又はスケールアップができるようにすること。

	
	機能の拡張性
	新規の機能追加が容易であること。

	上位互換性要件
	閲覧環境は以下の環境での閲覧を保証すること。
パソコン (Windows & Mac)

・Microsoft Edge 最新バージョン

・Google Chrome 最新バージョン

・Mozilla Firefox 最新バージョン

・Apple Safari 最新バージョン
スマートフォン

・iOS／iPadOS(Apple Safari) 最新バージョン
・Android(Google Chrome) 最新バージョン

	スマホ
最適化
	レスポンシブ化を行うこと。

	中立性要件
	ＨＰの仕様については、特定の事業者が所有する特許技術に依存せず、一般的な知識を持つ事業者であれば、保守や改修を引き継ぐことが可能な構成とすること。また、本業務終了時に他のＣＭＳに移行しやすいよう設計すること。

なお、やむを得ず、特定の事業者が所有する特許技術を利用する場合は、「企画提案書」にその理由を記載すること。


（7） 運用の要件
運用保守業務は最低5年間継続することを前提とする。

	要件名
	説明

	運用業務の内容
	サーバの稼動監視等
	ＨＰの公開状況について、定期的に監視及び確認を行うこと。また、提供する機器の性能や容量を定期的に確認すること。

	
	データのバックアップ
	データのバックアップは、定期的に実施すること。

	
	ＨＰの情報公開及び更新等
	本市の指示に従い、必要な情報をＨＰで公開するとともに、適宜情報の更新を行うこと。

	
	アクセスログ統計の報告
	本市が、ＨＰのトップページ及び主要コンテンツのアクセスログ統計を確認できる環境を整える、又は、本市の求めに応じて、当該アクセスログ統計をとりまとめて報告すること。

	
	運用に係る支援

及び助言
	ＨＰ更新やトラブル対応時のマニュアルを作成すること。

	
	
	その他、本市の求めに応じて、運用に必要となる支援や助言を行うこと。

	障害対応
	障害やセキュリティ上の問題を発見した場合は、直ちに本市に報告のうえ、原因究明及び復旧作業に着手すること。また、障害検知から３時間以内に対処方法や復旧の目途を連絡すること。

	
	原則として障害検知から１営業日以内に復旧すること。ただし、特別な理由がある場合は、復旧に要する時間とその理由を本市に報告し、承認を得ること。

	
	復旧後、原因や対処の内容、再発防止策をまとめて本市に報告すること。


（8） 保守の要件
	要件名
	説明

	保守業務の内容
	安定した稼動を図るため、設備・機器、ソフトウェア、セキュリティ等の保守点検を定期的に行うこと。

	
	サイト維持管理上の問題が発生した場合には、速やかに本市に報告し、誠実かつ迅速に対応すること。

	
	制度改正等に伴う機能変更や機能の追加については、協議のうえ決定する。

	対応時間
	保守対応を行う時間帯は、９時００分から１７時００分までとする。なお、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、１２月２９日から１月３日までは対象外とする。ただし、緊急の場合は、上記以外の時間帯においても協議のうえで対応できること。


（9） 制約条件
1 本市が指定するドメイン（ＨＰアドレス）を使用すること。
2 本市の庁内ネットワークに、外部から接続することはできない。
3 本市の庁内ネットワークに、許可されていない端末を接続することはできない。
4 導入日時及び作業時間等については、協議のうえ決定すること。また、本市が承認した場   所以外で業務を行わないこと。
5 ＨＰを公開する際には、必ず本市の承認を受けること。
6 本市ネットワーク内からコンテンツ更新するときにhttps通信で実施できること。
ただし、本市の許可があれば他の通信手段も認めることがある。
7 ドメインについては、本市指定のドメインを基本とし、必要に応じて新規取得を行う場合がある。 ドメイン取得・更新、DNS管理、SSL/TLS証明書の取得・更新、クラウド利用料等のランニングコストについては、提案書に明記すること。 参考として、本市は新規ドメイン取得・維持管理（DNS、証明書更新、監視・障害対応を含む）について、年間15万円程度の保守管理を想定しており、詳細は本市と協議のうえ決定する。

（10） マニュアル作成
本サイトの運用管理に関するマニュアルを作成すること。
なお、運用管理マニュアルの作成に当たっては、専門的な知識を持つものでなくとも理解できるよう、わかりやすい内容とすること。
（11） その他
旧サーバ(http://www.kyotocity-hs.jp)へのアクセスを新サーバに転送する設定を旧サーバに実施すること。またこれに要するドメイン管理料を提案すること。
（12） 閲覧開始予定日
令和８年４月下旬から５月上旬
（13） 制作等にあたっての遵守事項

	項目
	説明

	実施体制の確立

責任者の設置
	受託者は履行期限内に円滑に業務が進められるよう、責任者を設置し、十分な体制で臨むこと。

	スケジュールの管理
	受託者は適切にスケジュールを管理すること。また、大幅な変更が生じた際には、必ず担当者へ報告を行うこと。

	事前協議と事後報告
	業務の遂行に当たっては、必ずその方向性について担当者と事前協議を行い、実施後には事後報告を行うこと。

	具体的なイメージの速やかな提示
	受託者は、担当者からの指示に従いラフレイアウト等を作成し、具体的なイメージを速やかに伝えるように努めること。

	著作権、版権
	新たに発生した設計書類等及び開発部分（市販の汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く）の著作権やその他制作物に関する権利については、本市に帰属するものとし、受託者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。
なお、制作物の二次使用に関しては、両者協議のうえ決定する。

	
	第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係わる一切の手続を行う。

	
	本市に帰属しない著作物がある場合にあっては、受託者は、本市に当該著作物の関連文書を成果物として納入するものとし、この関連文書についても上記に準じる。

	個人情報
	本市は、当該委託事務を処理するための個人情報の取り扱いについて、京都市個人情報保護制度の趣旨に基づき、適正に取り扱わなければならない。

	受託者負担
	受託者の責により発生した作業は、受託者が費用負担する。

	データ等の処分
	不要となったデータやプログラムなどは、完全に消去し、再利用できないように処分すること。

	関連法令の遵守
	本市が定める条例や規則、関係基準等を遵守すること。

	その他
	本仕様書に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と協議し、その決定に従うこと。


５　その他（受託者決定後）
（1） 受託者は、本業務を実施するに当たり、関係法令を遵守するほか、本市と適宜協議・調整を行うこと。
（2） 本業務に関する協議、打合せ等の必要経費その他本業務に要する経費は、全て受託者が負担すること。
（3） 本業務を履行するに当たり、本仕様書に記載されていない事項又は作業のうえで疑義が
生じた場合は、京都市と協議を行うこと。

（4） 本仕様書によるほか、「電子計算機による事務処理等（システム開発・保守）の委託契約に
係る共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）に従い本業務を遂行すること。

（5） 本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書
に定める内容を優先するものとする。

（6） 個人情報の取扱に十分配慮するとともに、業務上知りえた情報を他に漏らしてはならな
い。
（7） 本事業の実施で得られた成果、情報（個人情報を含む。）等については本市に帰属する。
（8） 再委託は原則禁止とし、必要が生じた場合は本市と協議のうえ決定する。
別紙
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